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開始後３ヶ月間のごみ量は、４０％減 

 下のグラフのとおり、有料化が実施される直前の

９月は、昨年の約２.５倍という他でも類を見ない大

幅な増加となりましたが、実施後の１０月から１２

月までに収集されたごみの量は、昨年に比べて約４

割減りました。 

 一方、「資源物」の１０月から１２月までの収集

量は、昨年に比べて約１５％増加しており、分別の

徹底が進んでいます。 

 次の世代に良好な環境を引き継いでいくために、

引き続きごみの減量とリサイクルの推進にご協力を

お願いいたします。 
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燃やせるごみ・燃やせないごみ 

有料収集です 
 

指定ごみ袋・ごみ処理券 

を使って出しましょう 

ごみの減量を目指して 

「家庭ごみの有料化」開始から４ヶ月 

燃やせるごみと燃やせないごみの収集量 

 １０月１日から「家庭ごみの有料化」が始まり、「燃やせるごみ」と「燃やせないごみ」は、「指定ごみ袋」

や「ごみ処理券」を使ってごみステーションに出すこととなりました。 

 「ごみ」に対するみなさんの意識にも、少なからず変化が出てきたのではないでしょうか。 

資源となるものがまだ混じっています 

 下のグラフは、ごみとして出されたものの内容を

分析したものです。有料化の前後を比較すると、資

源となるものが混じっている割合はやや下がりまし

たが、まだ１３～１８％も含まれています。 

 市の資源物収集や自治会などの集団資源回収は無

料ですので、きちんと分別して、ごみとして出す量

を上手に減らしましょう。 

その他のごみ 57％ 

資源となるもの 13％ 

草・木・廃材など 26％ 

その他のごみ 86％ 

草・木・廃材など 1％ 

資源となるもの 17％ 

プラスチックごみ 49％ 

資源となるもの 26％ 
その他のごみ 25％ 

資源となるもの 18％ その他のごみ 19％ 

プラスチックごみ 63％ 

資源物の収集量 
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燃やせないごみ（平成１６年６月調査） 
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燃やせるごみ・燃やせないごみは、有料です 

指定ごみ袋・ごみ処理券を使って出します 

指定ごみ袋等取扱店 
「指定ごみ袋」・「ごみ処理 

券」は、右の「指定ごみ袋等 

取扱店」の表示のある市内の 

スーパー、コンビニ、雑貨店 

などで取り扱っています。  

 有料化のスタート直後において、ごみ袋の一

部が不足するなどご迷惑をおかけしたことにつ

いて、深くお詫び申しあげます。 

 大変ご不便をお掛けしましたが、現在は十分

な在庫を用意しており、皆さんのご理解とご協

力により、新しい制度が定着しつつあります。 

取扱店の商品陳列棚等には通常置

いていません。レジやサービスカ

ウンターなどでの取扱いとなりま

すので、ご希望の際はレジなどに

お問い合わせください。 

 指定ごみ袋やごみ処理券は、品物として販売しているのではなく、ごみ処理手数料を納付して

いただいた証として引き換えに交付しているため、交換や返品・払い戻しはできません。 

 まもなく引っ越しシーズンを迎えますが、袋や処理券の在庫は豊富にありますので、転出など

の際に余らないように、必要な量だけお求めになるようにしてください。 

指定ごみ袋  

燃やせるごみ用  燃やせないごみ用  

    

    

    

      

    

    

容量  
手 数 料    

１枚 １袋（10枚入）   

１０ℓ ２０円 ２００円   

２０ℓ ４０円 ４００円   

３０ℓ ６０円 ６００円   

４０ℓ ８０円 ８００円   

ごみ処理券（指定ごみ袋にはいらないもの専用） 

燃やせるごみ用・燃やせないごみ用共通  

区分 手数料（１枚）  

一番長い部分が５０ｃｍ以下のもの 

８０円  一番長い部分が１ｍ以下、一番太い部分

が１０ｃｍ以下の枝木など（直径５０ｃ

ｍの束まで） 

一番長い部分が５０cmを超え１ｍ以下

のもの（枝木などを除く） 
１６０円 

 

 

 

 

 

一番長い部分が１ｍを超えるもので個別

に品目を指定するもの 
２４０円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０枚入セットのほかに１枚単位での取扱いも可能と

なっています。１枚ずつの指定ごみ袋は、取扱店の商

品陳列棚には通常置いていません。レジやサービスカ

ウンターなどでの取扱いとなりますので、ご希望の際

はレジなどにお問い合わせください。 

資源物や危険ごみは、透明・ 

半透明で中身が容易に見える 

袋（レジ袋や市販の袋など） 

に入れて出してください。 

ただし、米袋や肥料袋などの 

厚い袋は使用できません。 

袋を分けて

ください 

資 源 物 
①びん、②かん、③ペットボトル、④紙パック、⑤白色トレ

イの５品目をそれぞれ別袋に入れてください。 

危険ごみ 

①スプレー缶・ガスカセット缶、②水銀体温計・水銀温度

計・ライター・乾電池の２区分をそれぞれ別袋に入れてくだ

さい。③蛍光管は、購入時の紙箱などに入れるなど割れない

工夫をして出してください。 

交換
 

返品 

指定ごみ袋１枚ごとの取扱い ごみ処理券の取扱い 

資源物・危険ごみは、無料です 

指定ごみ袋・ごみ処理券は、交換や返品ができません。 



 危険ごみの出し方 お間違えのないように 

 １０月１日から「危険ごみ」という分別区分を新設して月１回収集しています。 

 「危険ごみ」に指定しているものは、地球環境などへの影響をできるだけ少なく

するように特別な処理をする必要があるものです。 

 割れたガラス類や刃物類などのように収集や処理に注意が必要なものとは異なり

ますので、下記の区分をご覧いただき、お間違えのないようにお願いいたします。 

蛍 光 管 

ス プ レ ー 缶 

ガスカセット缶 

水 銀 体 温 計 

水 銀 温 度 計 

ガ ス ラ イ タ ー 

オイルライター 

乾 電 池 

危険ごみ 

（無料） 

 新聞紙、雑誌、ダンボールなどのリサイクル 

新 聞 紙 

雑 誌 

ダ ン ボ ー ル 

紙 箱 類 

その他紙容器類 

コピー用紙など 

市の 

資源物収集 

自治会などの 

集団資源回収 

紙 パ ッ ク 

市が収集する「資源物」ではありません。自治会などの集団資源回収に出してください。 

※やむを得ず市のごみ収集に出す場合は、「燃やせるごみ」となりますので有料になります。指定ごみ袋に 

 入れて出してください。指定ごみ袋に入らないものは、ごみ処理券を貼って出すことができます。 

 分別の手引き・収集日カレンダー お手元にありますか？ 
 年が明けてから、市内全戸に例年配布している「分別の手引き」と「収集日 

カレンダー」の2005年版についてお問い合わせが多くなっています。 

 家庭ごみの有料化や危険ごみの新設により、昨年９月に新しいものを作成し 

てお届けしていますので、お手元をお確かめください。 

 なお、紛失等により見当たらない場合は、右の場所で配布していますので、 

窓口へお申し付けください。 

(ホームページ http://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/seisou/gomi/gomi_top.html でもご覧になれます。) 

○環境事務所（旧清掃事務所） 

○市役所本庁舎案内窓口 

○大麻出張所  ○水道庁舎 

○鉄南地区証明交付窓口 

○各公民館   ○各住区会館 

左の品目は、市 

の資源物収集で 

は収集しません 

回収 

収集 

回収 

危険ごみではありません  市では収集していません 

 ○ガスボンベ（携帯用、家庭用など） 
 ※販売店に引き取りを依頼してく 

  ださい。（有料） 

  
○充電式電池 

 ※電器店などに設置し 

  ている「充電式電池 

  リサイクルＢＯＸ」 

  に入れてください。 

  （無料） 
 

 

⇒燃やせるごみ（有料） 
○マッチ 

 ※３０分ほど水につけて成分を溶か 

  してから指定ごみ袋に入れて出し 

  てください。 

  
○ボタン電池 

 ※電器店、時計店など 

  に設置している「ボ 

  タン電池回収箱」に 

  入れてください。 

  （無料） 
 

⇒燃やせないごみ（有料） 
○電球（白熱球） 

○蛍光灯の点灯管（グローランプ） 

○ガラス類、陶磁器類、刃物類など 

○ポンプ式のシャンプー・洗剤容器など 

○電子体温計・アルコール式温度計 
 
 ※壊れやすいもの、割れたものなど 

  は、「ワレモノ」などの表示をし 

  て、紙に包むなどしてから指定ご 

  み袋に入れてください。  



 「指定ごみ袋等取扱店」の追加 
指定ごみ袋等取扱店一覧（追加分）     平成１７年１月２０日までの追加 

  町名 店名 住所 備考 

あ 朝日町 セイコーマート やよい 朝日町２０番地の１５ あけぼの通・江別太本通 

お  大麻東町 スーパージョイ 大麻店 大麻東町１３番地の１１ ２番通・大麻銀座商店街 

 ツルハドラッグ 大麻店 大麻東町１４番地の５ ２番通・大麻東小近く 

か  上江別 アインズ 上江別店 上江別４２７番地の１ 道道恵庭線・江南通 

上江別南町 セイコーマート ゆめみ野店 上江別南町５２番地の６ 早苗別通・南大通 

こ 工栄町 江別ビル管理(株) 工栄町６番地の１７ 第一工業団地・工栄町１号道路 

東光町 セブンイレブン 江別東光町店 東光町１００番地の１ あけぼの通・南大通 

豊幌美咲町 ライフマート ポロ 豊幌美咲町２８番地の１３ 豊幌美咲町内 

に 錦町 セイコーマート 錦町店 錦町３番地の１ ２番通・６丁目通 

  セブンイレブン 江別錦町店 錦町８番地の２ ２番通・新栄通 

の 野幌町 セイコーマート いわた 野幌町５８番地の１ 野幌駅方面・８丁目通 

 野幌代々木町 丸二 北海商店 野幌代々木町７７番地の１ ２番通・８丁目通 

  ツルハドラッグ 代々木店 野幌代々木町７７番地の７ ２番通・８丁目通 

ひ 東野幌町 井関商店 東野幌町２番地の２ 鉄東線方面・中原通 

  セブンイレブン 江別東野幌店 東野幌町５番地の２３ 鉄東線・旧ヒダ工場向い 

 東野幌本町 アインズ のっぽろ店 東野幌本町７番地の５ 野幌駅南口方面・１号線 

  スーパージョイ セリオのっぽろ店 東野幌本町７番地の７０ 野幌駅南口方面・１号線 

ふ 文京台 札幌学院大学生活協同組合 文京台１１番地 文教通方面・札幌学院大内 

  セイコーマート あきた店 文京台４３番地の１４ １２号線・札幌市境 

  スパー 江別文京台店 文京台３１番地の２ １２号線・文教通 

ま 牧場町 ツルハドラッグ 江別牧場店 牧場町２５番地の８ ４番通・５丁目通 

み 見晴台 セブンイレブン 江別見晴台店 見晴台２番地の１ ５丁目通・インター線方面 

も 元江別本町 アインズ 元江別店 元江別本町１番地の２ ４番通・５丁目通 

と  

 

 

 

自動車リサイクル 二輪車リサイクル 
 平成16年10月1日から、国内メーカー

や輸入事業者による二輪車（オートバイ）

リサイクルの自主取組が始まりました。 
 
 このシステムは，廃棄する二輪車を販売

店や指定引取窓口において引き取り、リサ

イクル施設で適正にリサイクル・処理を行

うものです。 
 
 オートバイを廃棄するときは、この仕組

みを活用して資源の有効活用を図り、適正

に処理しましょう。（リサイクル費用等の

負担が必要です。）  

 

 

 

 

 
 
二輪車リサイクルに関するお問合せは、 

  二輪車リサイクルコールセンター 

    電話 03-3598-8075  

    受付時間 9:30～17:00 

     （土・日・祝日は除く）  

 平成1７年１月１日から、「自動車リサイクル法」がス

タートしました。この法律では、使用済み自動車（廃車）か

ら出る部品を適正にリサイクル・処理するために、所有者、

自動車メーカー、関連事業者などのそれぞれの役割分担と費

用負担などを規定しています。 
 
所有者の役割 

① １台につき１回、「リサイクル料金」を支払うこと 

② 廃車の際は、登録されている引取業者に引き渡すこと 
 
リサイクル料金の負担  

新車を購入する方 購入時に新車ディーラーに支払います。 

現在車を持ってい

る方 

次回の車検時、またはそれまでに整備事

業者などに支払います。 

次回車検を受けず

に廃車する方 
廃車する際に、引取業者に支払います。 

 
自動車リサイクルに関するお問合せは、 

  自動車リサイクルシステムコンタクトセンター 

   電話 03-5673-7396 

   受付時間 平日     8:00～20:00 

        土・日・祝日 9:00～18:00 


